
愛知県教職員団体扱自動車保険のご案内

ご家族のおクルマも安くなる！（注２)
※保険契約者は教職員本人であることが必要です。
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●●●●団体自動車保険とは
●●●●グループ従業員だけが契約できる
有利な自動車保険です。

愛知県教職員団体扱自動車保険とは、
愛知県内(名古屋市を除く)の公立小中学校

に勤務する県費負担教職員様がご加入できる
おトクな自動車保険です。

三郎さん（３５才）の自動車保険(下記ご契約条件参照）の場合

毎月の保険料は 9,980 円 でした

（年間の保険料：119,760円）

ところが
愛知県教職員団体扱自動車保険なら、
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では、どのくらいおトクなのか具体的に見てみましょう。

毎月の保険料は ８，０７０ となります。

（年間の保険料：９６,８４０円）

団体扱12回払の場合の保険料
なんと年間

２２，９２
０円も安くなります！

団体扱以外の口座振替12回払の場合の保険料

お問い合わせ先 【取扱代理店】 【引受保険会社】
三井住友海上火災保険(株)愛知北支店 一宮第一支社

(有)安心保険工房 フリーダイヤル 0120-137-721 〒491-0859 愛知県一宮市本町4-6-2
〒491-0912 愛知県一宮市新生3-6-26                                      TEL0586-72-0437 FAX0586-72-4026                       

【三郎さんのご契約条件】 《2011年12月1日始期契約、保険期間1年》
○家庭用自動車総合保険(GK クルマの保険・家庭用) ○ノンフリート等級/11等級
○運転者年齢条件/35歳以上補償 ○用途車種/自家用普通乗用車(初度登録H21年6月)
○記名被保険者/個人35歳 ○料率クラス/車両:4 対人:5 対物:5  傷害:5 (自家用普通乗用車)
○対人賠償/無制限 ○対物賠償/無制限(免責0万円、対物超過修理費用特約あり)
○人身傷害/5,000万円(交通事故特約あり)、搭乗者傷害(入通院/2区分)特約
○車両/(一般)100万円(免責0-10万円、全損時諸費用特約あり) ○運搬・搬送・引取費用特約(おク
ルマQQ隊セット) ○使用目的/日常・レジャー ○運転免許証の色/ゴールド

「とっても安くなり感激しました」
と小躍りする三郎さん。

（注1）：大口団体割引は、2011年12月1日～2012年11月30日の間に保険始期日があるご契約に適用され
ます。大口団体割引は、団体全体のお引受実績に応じて毎年12月1日に見直されます。

（注2）：団体扱・集団扱特約をセットできるのは、「保険契約者」、「記名被保険者」および「ご契約のお車の
所有者」および「ご契約のお車の用途車種」について、次の条件を満たす場合に限ります。
保険契約者：愛知県に勤務され、毎月給与の支払いを受けている方(愛知県)が保険契約を

認めている退職者を含みます。※退職者の方が保険契約者となる場合には、
保険料は口座振替となります。)

記名被保険者：保険契約者ご本人、保険契約者の配偶者、「保険契約者またはその配偶者」
の同居のご親族、「保険契約者またはその配偶者」の別居の扶養親族のうち
いずれかの方

ご契約のお車の所有者：保険契約者ご本人、保険契約者の配偶者、「保険契約者またはそ
の配偶者」の同居のご親族、「保険契約者またはその配偶者」の別
居の扶養親族のうちいずれかの方

※保険期間の中途で、保険契約者・記名被保険者・ご契約のお車の所有者のいずれかが上記の条件
に合致しなくなった場合には、取扱代理店または引受保険会社にご連絡ください。
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